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11 月に「過重労働解消キャンペーン」を実施します！ 
～ 局長によるベストプラクティス企業への職場訪問 などを実施 ～ 

 

厚生労働省では、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために「過重

労働解消キャンペーン」や「過労死等防止対策推進シンポジウム」などの取組を行っています。 

キャンペーン期間中は、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導

や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行い

ます。また、「過労死等防止対策推進シンポジウム」は、過労死等防止対策の重要性について国民の

関心と理解を深めていただくことを目的として、11月1日に開催します。 

神奈川労働局（局長 川口 達三）では、キャンペーンに先立ち、労働局長から使用者団体等に対し、

労使の主体的な取組を促すための要請を行いました。また、労働局長が「ベストプラクティス企業」

を訪問し、長時間労働削減など「働き方改革」に向けた取組を視察することとしています。 

 

【取組の内容】 

１ 過重労働解消キャンペーン 

（1）労使の主体的な取組を促します 

   本キャンペーンの実施に先立ち、神奈川労働局長から使用者団体や労働組合に対し、同取組にかかる

協力を文書で要請しました。 

（2）労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します 

   労働局長が長時間労働削減や年次有給休暇の取得促進など「働き方改革」に積極的な取組を行ってい

る「ベストプラクティス企業」を訪問し、取組事例を地域に紹介します。 

  訪問企業：株式会社 荏原精密（金属プレス製品製造業）（労働者数３０人以下） 

横浜市港北区箕輪町２－１９－６ 

  訪問日時：１１月１０日（水）１０：００～ 

内 容：バーコードによる生産管理やビジネスチャットツールの活用による工程の「見える化」など

時間外労働削減の取組、２４時間いつでもスマホで申請を可能にすることやグループウェア

の活用による年次有給休暇の取得促進、テレワーク、時差勤務、勤務間インターバル制度の活

用、育児休業の取得促進などに関する 経営者・従業員との意見交換 ／ 社内視察 

  ※当日、現地での取材を是非ともお願いします。取材を実施していただける場合は、事前に神

奈川労働局監督課（０４５－２１１－７３５１）、担当：本間、佐藤）までご連絡ください。 

【照会先】 
神奈川労働局 労働基準部 監督課 
課 長         佐藤 明士 
過重労働特別監督監理官 下川 眞徳 
過重労働特別監督監理官 佐藤 邦彦 
過重労働特別監督監理官 本間 公紀 
（電話）  045(211)7351 
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（3）重点監督を実施します 

    長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」

が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。 

(4) 過重労働相談受付集中週間及び特別労働相談受付日を設定します 

１０月３１日（日）から１１月６日（土）を「過重労働相談受付集中週間」とし、全国の都道府県

労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談や労働基準関係法令違反が疑われる事業

場の情報を積極的に受け付けています。また、１１月６日（土）を特別労働相談受付日として「過重

労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。 

《過重労働解消相談ダイヤル》 

電話番号：０１２０－７９４
なくしましょう

－７１３
長 い 残 業

（フリーダイヤル） 

実施日時：１１月 ６日 （土） ９：００～１７：００ 
都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。 

 

(5) 過重労働解消のためのセミナーを開催します 

    企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、１０月から１２月を中心

に、オンラインによる「過重労働解消のためのセミナー」（厚生労働省委託事業）を実施します。 

(無料でどなたでも参加できます。) 

[専用ホームページ]  

https://kajyu-kaisyou-lec.com 

 

≪過重労働解消キャンペーン特設ページ≫ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign.html 

  

２ 国民への周知・啓発 

「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します 

開催日時：１１月 １日  （月）  １３：３０～１６：１５ （受付１３：００～） 

会  場： 日石横浜ホール（横浜市中区桜木町１丁目１－８） 

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo/page_kanagawa.html 

※当日、現地での取材を是非ともお願いします。取材を実施していただける場合は、事前に神

奈川労働局監督課（０４５－２１１－７３５１）、担当：本間、佐藤）までご連絡ください。 

 

 

◎ 大企業・親事業者による下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止を促します 

長時間労働の要因として、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に

対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場

合があります。 

このような大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のため、神奈

川労働局では、11 月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間として、過重労働解消キャンペーンの取組に

併せて、「しわ寄せ」防止に係る取組を行います。 

・ 使用者団体等への要請 

神奈川労働局長による使用者団体等に対する過重労働解消に向けた取組の要請において、「しわ寄せ」

防止に係る要請を併せて行いました。 

・ 大企業・親事業者が遵守すべき関係法令の周知徹底 

相談窓口、各種説明会、集団指導、監督指導、企業指導等、あらゆる機会を通じて、関係法令及び取

引企業に対する「しわ寄せ」防止に関する要請、周知等を行います。 























過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ
近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の労働問題によって

多くの方の尊い命や心身の健康が損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方のご遺族にもご登壇をいただき、

過労死等の現状や課題、防止対策について探ります。

日石横浜ホール
（神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１-８）

会場日時 2021年11月1日（月）
13：30～16：15（受付13：00～）

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

過労死等
防止対策推進
シンポジウム

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。

スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

参加無料
事前申込

新型コロナウイルス感染症の予防対策を行い実施いたします。今後の感染状況により、参加者数を制限するなど、
規模を縮小して実施する場合があります。参加には、事前申込みが必要です。詳細、中止の連絡等は、ホームページにてお知らせいたします。

神奈川会場

主催：厚生労働省　　後援：神奈川県、横浜市
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議
 神奈川県経営者協会、神奈川県商工会議所連合会、神奈川県商工会連合会、神奈川県中小企業団体中央会、
 神奈川経済同友会、日本労働組合総連合会神奈川県連合会、神奈川県労働組合総連合



スマートフォンで
QRコードを
読み込んで下さい。

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。FAX番号 03-6264-6445

●Webからの申し込み：以下ホームページをご覧いただき、申し込みをお願いいたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

日石横浜ホール  （神奈川県横浜市中区桜木町１丁目１-８号）
・JR京浜東北・根岸線、横浜市営地下鉄の「桜木町」駅から徒歩4分

会場のご案内

▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みをお願いします。
　尚、定員になり次第締め切りさせていただきますのでご了承ください。

▶申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。

参加申込について

神奈川 会場
髙木 一史 氏
サイボウズ株式会社
人事部 兼 チームワーク総研

東京大学教育学部卒業後、トヨタ自動車株式会社に新卒で入社。
人事部で労務（国内給与）、全社コミュニケーション促進制度の
企画・運用を経験後、2019年サイボウズ株式会社に入社。
入社後は主に社内の人事制度、研修の企画・運用を担当し、
チームワーク総研も兼務。
サイボウズ人事の実務担当者として「自由な働き方の裏でどの
ような制度運用が行われているのか」、そして、前職の経験も
踏まえ「その運用は職種や人数規模が異なる企業でも実践が
可能か」を中心テーマに、日々、探求を続けている。

日石横浜ホール

13：30 開会挨拶
13：40 神奈川労働局からの現状の報告
14：00 過労死遺族より体験談
14：15 基調講演   「サイボウズ労務管理の変遷　
　　　　           ～「透明」なカイシャを目指して～」
 髙木 一史 氏  （サイボウズ株式会社 人事本部 採用育成部 
                           兼 人事労務部 兼 チームワーク総研） 
15：15 休憩
15：25 「過労死等防止対策推進法と
         今回の大綱改定のポイントについて」 
 工藤 祥子 氏  （神奈川過労死等を考える家族の会代表
                          厚生労働省過労死等防止対策推進協議会委員） 

15：45 質疑応答
16：15 閉会

「個人情報の取扱いについて」・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じた場合に、保健所への
情報提供に限り使用します。 ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に
従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

（お問い合わせ先）  電話：0120-562-552  E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp  株式会社プロセスユニーク

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　 　□ 会社員　 　□ 公務員　 　□ 団体職員　 　□ 教職員　 　□ 医療関係者　 　□ 弁護士
□ 社会保険労務士 　  □ パート・アルバイト　 　 □ 学生　 　□ 過労死家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前
5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

講演では質問を募集します。 以下に質問したいことをご記入ください。　※質問には全てお答えできるわけではございません。


